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～11月は「労働保険適用促進強化期間」です～

自衛隊採用種目別試験日程等

【採用種目】自 衛 官 候 補 生（男子）
1採用試験日
　（1）11月自衛官候補生採用試験　11月19日（日）（2）12月自衛官候補生採用試験　12月17日（日）
2受付期間　随時受付
3受験資格　18歳以上27歳未満の健康な男子
4試験会場　受付時に案内

【採用種目】陸上自衛隊高等工科学校生徒
1受付期間
　（1）推薦　11月１日（水）～12月１日（金）（2）一般　11月１日（水）～平成30年１月９日（火）
2受験資格
　（1）推薦
　　　　　男子中卒（見込を含む。）17歳未満の成績優秀かつ生徒会活動等に顕著な実績を修め、学校長が
　　　　推薦できる者
　（2）一般　男子中卒（見込を含む。）17歳未満の者　
3採用試験日
　（1）推薦：平成30年１月６日（土）～８日（月）のいずれか一日
　（2）一般：一次試験　平成30年１月20日（土）、二次試験　平成30年２月１日（木）～４日（日）
4試験会場
　（1）推薦：高等工科学校（神奈川県）　（2）一般：三重県四日市庁舎（三重県）予定

　問い合わせ先
　〒510－0074　三重県四日市市鵜の森１－14－11（阿部ビル２Ｆ）
　自衛隊四日市地域事務所　TEL 351－1723　受付時間　９時から17時
　自衛官募集コールセンター  フリーダイヤル　0120－063－792　受付時間：12時から20時（年中無休）

　労働保険（「労災保険」と「雇用保険」）は、政府が管理・運営している強制的な保険であり、農林水産
業の一部を除き、労働者を１人でも雇っている事業主は、事業主又は労働者の意思の有無にかかわりなく、
必ず加入手続をすることが法律で定められています。

　三重労働局では、11月を「労働保険適用促進強化期間」と定め、“労働保険の未手続事業場の一掃”を
重点項目に掲げ、一般社団法人全国労働保険事務組合連合会三重支部と連携して、未手続事業場を戸別訪問
する等により、加入促進を図っています。

◎費用徴収制度
　事業主が労災保険の加入手続を怠っていた期間
中に労災事故が発生した場合、遡って保険料を徴
収する他に、労災保険から給付を受けた金額の100
％又は40％を事業主は徴収されることになります。
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　業務上の事由又は通勤による労働者の負傷、
疾病、障害又は死亡等に対して、迅速かつ公正
な保護をするため、必要な給付を行うこと等を
目的とした制度

　労働者の生活及び雇用の安定を図るとともに、
失業した際、再就職を促進するための能力の開
発・向上等の各種の援助を行う等を目的とした
制度

◎問い合わせ先
　三重労働局総務部労働保険徴収室
　TEL 059－226－2100
　又は、最寄りの労働基準監督署・公共職業安
定所へ問い合わせください。


